
ＷＧにおける見直しの結果 

第２回幹事会でのご意見等を受けまして、「本庁舎の課題」及び「増築棟の目

指す姿」について、次のとおり、見直しを行いました。 

 

 

 

 

①本庁機能の分散配置について 

「市民サービスの低下を招いている。」、「効率的な業務の実施に支障が生じ

ている。」の表現を削除しました。 

 

 【変更後】 

  ①本庁機能の分散配置 

本庁機能が分散していることにより、来庁者の用件や手続が本庁舎だ

けでは完了しない場合もあり、他の施設へ移動していただく必要があり

ます。 

また、職員も会議や打合せなどの際、各施設間の移動に時間を要して

います。 

 

 

⑥災害時における業務機能維持への配慮不足について 

「庁舎の１階を浸水から守り…」の部分について、「庁舎を浸水から守り

…」に改めました。 

 

【変更後】 

  ⑥災害時における業務機能維持への配慮不足 

    河川の氾濫に伴う洪水が発生した場合、庁舎を浸水から守り機能不全

となることを防ぐための対策が不十分です。 

 

 

 

 

④スマートで快適な庁舎について 

「快適」の文言が、目指す姿①の「来庁からお帰りになるまでの全ての時間

を快適に過ごせる庁舎」と重複しているため、④の「快適」を「働きやす

い」に変更しました。 

 

【変更後】 

④スマートで働きやすい庁舎 

 

資料１ 

本庁舎の課題 

増築棟の目指す姿 



 

 

「増築棟と現本庁舎の連携・活用」について 

 

【ＷＧでの検討結果】 

「増築棟と現本庁舎の連携・活用」についてのワーキンググループでの話し合

いでは、「増築棟の基本方針についての検討を進めている段階であり、現本庁舎

の活用内容についても、その全体像がはっきりとしていないことから、増築棟と

現本庁舎の連携などについて定めることは難しいのではないか。」といった意見

があり、「増築棟と現本庁舎の連携・活用」についての内容をまとめることがで

きなかったところです。 

ついては、「増築棟と現本庁舎の連携・活用」については、増築棟の建設や現

本庁舎の改修に向けた状況を踏まえて、改めて検討してまいりたいと考えます。 

 

 

そ の 他


